
　◎第五次羽村市防犯、交通安全及び火災予防を推進する計画（案）骨子　新旧対照表

　１　計画の基本的事項 　１　計画の基本的事項

　（１）計画策定の趣旨 　（１）計画策定の趣旨

　（２）計画の対象範囲と長期総合計画との関連 　（２）計画の対象範囲と長期総合計画との関連

　（３）計画期間 　（３）計画期間

　２　計画の目標及び基本方針 　２　羽村市における犯罪、交通事故、火災の発生状況と防止に関する課題

　（１）目標 　（１）犯罪の発生状況と防止に関する課題

　（２）基本方針 　（２）交通事故の発生状況と防止に関する課題

　　　【基本方針１】市民一人ひとりの生活安全に関する意識の高揚 　（３）火災の発生状況と予防に関する課題

　　　【基本方針２】地域における生活安全に関する取組みの拡大

　　　【基本方針３】総合的な生活安全に関する施策の推進体制の整備 　３　計画の目標及び基本方針

　３　推進計画 　４　推進計画

　（１）計画の体系図 　（１）計画の体系図

　（２）施策の展開 　（２）施策の展開

　　【防犯対策編】 　　　【基本方針１】市民一人ひとりの生活安全に関する意識の高揚

　　　〇犯罪の発生状況と防止に関する現状と課題 　　　【基本方針２】地域における生活安全に関する取組みの拡大

　　　〇課題解決のための各施策 　　　【基本方針３】総合的な生活安全に関する施策の推進体制の整備

　　【交通安全対策編】

　　　〇交通事故の発生状況と防止に関する現状と課題 　５　計画を推進するために

　　　〇課題解決のための各施策 　（１）推進会議の役割

　　【火災予防対策編】 　（２）推進会議の組織

　　　〇火災の発生状況と予防に関する現状と課題

　　　〇課題解決のための各施策

　４　計画を推進するために

　（１）推進会議の役割

　（２）推進会議の組織

新(第五次推進計画） 旧（第四次推進計画）

資料３


